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十

四

年

六

月

二

十

日

参
議
院
消
費
者
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会

特
定
商
取
引
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

政
府
は
、
本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一
、
本
改
正
の
趣
旨
及
び
内
容
に
つ
い
て
、
消
費
者
及
び
事
業
者
等
に
対
し
十
分
な
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。
特
に
、
訪
問
購

入
に
係
る
ト
ラ
ブ
ル
の
相
談
件
数
の
多
い
高
齢
者
に
対
し
、
分
か
り
や
す
い
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
作
成
、
説
明
会
の
実
施
等
周

知
、
啓
発
活
動
を
行
い
、
消
費
者
被
害
の
未
然
防
止
に
万
全
を
期
す
こ
と
。

二
、
本
改
正
の
実
効
性
を
確
保
す
る
た
め
、
必
要
な
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
不
招
請
勧
誘
の
禁
止
及
び
物
品
の
引
渡

し
の
拒
絶
等
の
規
定
の
内
容
を
通
達
等
に
よ
り
明
確
化
す
る
こ
と
。
ま
た
、
関
係
省
庁
、
地
方
自
治
体
、
警
察
及
び
消
費
者

団
体
等
の
一
層
の
連
携
強
化
を
図
り
、
購
入
業
者
に
対
す
る
業
務
の
是
正
又
は
改
善
の
指
示
等
の
措
置
を
厳
正
か
つ
機
動
的

に
講
ず
る
こ
と
。

三
、
消
費
者
被
害
の
未
然
防
止
の
た
め
に
は
住
民
に
身
近
な
地
方
消
費
者
行
政
の
充
実
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
都
道
府

県
に
お
け
る
本
法
の
執
行
体
制
の
強
化
を
始
め
と
し
た
地
方
消
費
者
行
政
に
対
す
る
国
の
支
援
を
早
急
に
講
ず
る
こ
と
。
ま

た
、
本
法
に
基
づ
く
差
止
請
求
訴
訟
を
担
う
適
格
消
費
者
団
体
へ
の
支
援
に
つ
い
て
も
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。



四
、
訪
問
購
入
に
係
る
規
制
の
対
象
と
な
ら
な
い
物
品
及
び
不
招
請
勧
誘
の
禁
止
の
規
定
の
適
用
除
外
と
な
る
取
引
の
態
様
を

政
令
で
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
規
制
の
隙
間
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
消
費
者
委
員
会
の
意
見
を
十
分
に
尊

重
す
る
こ
と
。
ま
た
、
本
法
の
施
行
状
況
を
十
分
に
踏
ま
え
、
適
宜
適
切
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

五
、
訪
問
購
入
に
係
る
ト
ラ
ブ
ル
の
相
談
件
数
の
う
ち
、
電
話
勧
誘
に
よ
る
も
の
が
一
定
割
合
を
占
め
る
状
況
に
鑑
み
、
本
法

、

、

の
施
行
状
況
の
検
討
と
併
せ
て

訪
問
購
入
に
係
る
不
招
請
の
電
話
勧
誘
を
禁
止
す
る
こ
と
の
要
否
に
つ
い
て
検
討
を
行
い

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

六
、
商
品
、
役
務
及
び
取
引
形
態
等
の
多
様
化
及
び
複
雑
化
に
伴
い
、
今
後
も
規
制
の
隙
間
を
狙
う
新
し
い
商
法
に
よ
る
消
費

者
被
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
消
費
者
被
害
の
未
然
防
止
の
た
め
の
制
度
全
般
に
わ
た
り
、
点
検
及

び
必
要
な
見
直
し
を
行
う
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


